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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年６月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１１月２日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 新潟県佐渡市弾
はじき

埼北西方沖 

弾埼灯台から真方位３０５°１.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３８°２０.６′ 東経１３８°２９.６′） 

事故の概要  遊漁船善
ぜん

宝
ぽう

龍
りゅう

神
じん

丸は、弾埼北西方沖を南西進中、浅所に乗り揚げ

た。 

 善宝龍神丸は、船長及び釣り客３人が負傷し、転覆して沈没した。 

事故調査の経過  令和元年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 善宝龍神丸、８.５トン 

 ＮＧ２－１６９６（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.５８ｍ（Lr）×３.６４ｍ×１.３０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３８２.５kＷ、昭和５３年３月 

 第２２０－１０１８３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録 日 昭和５５年１０月２１日 

  免許証交付日 平成３１年２月２７日 

         （令和６年８月１１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

軽傷 ３人（釣り客Ａ、釣り客Ｂ及び釣り客Ｃ） 

 損傷 沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ、潮汐 下げ潮の初期、海面水温 約

１８～２１℃ 

日出時刻：０６時１２分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人（以下それぞれ「釣り

客Ａ」、「釣り客Ｂ」、「釣り客Ｃ」という。）及び他の釣り客７人を乗

せ、佐渡市真
ま

更
さら

川沖の釣り場における遊漁の目的で、令和元年１１月

２日０３時００分ごろ新潟県新潟港西区の係留地を出発した。 
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本船は、弾埼東方沖を北西進中、船長が、船尾部にいた釣り客が船

酔いで苦しそうにしているのを見掛けたので、釣り場までの航程を短

縮しようと思い、弾埼北北東方沖の転針地点で予定針路を変更し、佐

渡市海
と

馿
ど

島寄りとなる針路で南西進した。 

本船は、船長が、岩場等に接近する危険があることを承知していた

ものの、弾埼周辺の航行経験が豊富だったので、目視で確認すれば岩

場等を避けることができると思い、自動操舵装置を航法モード（設定

した目的地に向けて針路の補正を行う機能）とし、真更川沖の釣り場

に向け、操舵室内に立ち目視で船首方を確認しながら、約１０～１２

ノットの対地速力で航行を続けていたところ、０６時４０分ごろ‘海

馿島付近の浅所’（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

本船は、主機を使用することができたので、後進して離礁したもの

の、舵が効かずに漂流し始め、船長が、釣り客から浸水している旨を

知らされ、確認をしたところ、船首客室に数十 cm 程度の浸水を認

め、０７時００分ごろ釣り客により１１８番通報が行われた。 

本船は、船長が釣り客と共にバケツを使用して排水作業を試みた

が、徐々に左舷側に傾き始め、全員が救命胴衣を着用した状態で海中

に飛び込んだ後、０７時３０分ごろ左舷側から転覆した。 

船長及び釣り客は、クーラーボックス等に掴
つか

まりながら海面に浮か

んでいたところ、０８時１０分ごろ、海上保安庁からの要請を受けて

来援した漁船に全員が救助された。 

本船は、０８時４０分ごろ沈没した。 

船長及び釣り客は、佐渡市鷲
わし

崎漁港に入港した後、病院に搬送さ

れ、船長が肺水腫で入院し、釣り客Ａが外傷性頚
けい

部症候群等、釣り客

Ｂが左肘挫傷、釣り客Ｃが左膝挫傷等とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 転覆した本船 参照） 

 その他の事項 船長は、遊漁船業の適正化に関する法律に基づき、遊漁船業者の登

録を受けて新潟県知事に業務規程を届け出ており、遊漁船業務主任者

講習を修了して修了証明書の交付を受けていた。 

船長は、出港前、インターネットで気象情報を見ており、警報及び

注意報が発表されていないことを確認していた。 

本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

船長は、数年間遊漁船に船長職として乗船していたものの、本事故

当日、本船に釣り客を乗せて運航するのが初めてであった。 

本船は、操舵室内の前部中央に舵輪、同室内の前部左舷側にＧＰＳ

プロッター及び魚群探知機、同室内の前部右舷側に自動操舵装置及び

レーダーが備えられていた。 

船長は、本事故当時、レーダーを６Ｍレンジに設定し、ＧＰＳプロ

ッターの画面を真更川沖の釣り場までが映る位の縮尺にしていた。 

船長は、本事故当時、裸眼視力が両眼共に１.２～１.５程度で、健
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康状態は良好であり、疲労がなかった。 

船長は、膨脹式の救命胴衣を着用し、釣り客は、固型式の救命胴衣

を着用していた。 

船長は、年５０回程度弾埼周辺を航行した経験があり、本件浅所等

があることを知っており、別の所有船で弾埼周辺を航行した際、本船

と同じ型式のＧＰＳプロッターで、画面を拡大表示して本件浅所の存

在を確認したことがあったので、一旦停船するなどし、画面を拡大表

示させたＧＰＳプロッター等で自船の位置及び周囲の状況を確認して

いれば、本件浅所に気付くことができたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、弾埼北西方沖において、船長が、釣り場までの航程を短縮

しようとして海馿島寄りとなる針路で南西進中、目視で確認すれば岩

場等を避けることができると思い、目視で船首方を確認しながら自動

操舵で航行を続けたことから、本件浅所に接近していることに気付か

ず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、弾埼周辺の航行経験が豊富で、本件浅所等があることを知

っていたことから、目視で確認すれば岩場等を避けることができると

思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が弾埼北西方沖において、船長が、釣り場までの航

程を短縮しようとして海馿島寄りとなる針路で南西進中、目視で確認

すれば岩場等を避けることができると思い、目視で船首方を確認しな

がら自動操舵で航行を続けたため、本件浅所に接近していることに気

付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、常に安全運航を心掛け、安易にショートカットをせず、

より安全な経路を選択すること。 

・船長は、慣れた海域であっても、陸岸寄りを航行する場合には、

目視に加えてＧＰＳプロッター等の航海計器を適正に活用し、船

位及び周囲の状況の確認を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和元年１１月２日 

０６時４０分ごろ発生） 

弾埼灯台 

× 

真更川 

佐渡市 

新潟県 釣り場 

予定針路 転針地点 

弾埼 

鷲崎漁港 船酔いで苦しそう

にしている釣り客

を船長が見掛けた

場所 

海馿島 

佐渡島 



- 5 - 

写真１ 転覆した本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上保安庁提供 


